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手話施策推進法は2025年 6月25日に公布・施行されました。同法律には、 

①手話の習得や使用に関する合理的配慮が適切に行われる環境の整備 

②手話文化の保存、発展 

③国民の理解を深める  

など、規定されており、手話言語に言及した法律制定としては我が国史上初となります。 

 

本法律制定は「手話は命」という合言葉をもとに、全日本ろうあ連盟が全国の関係団体と

共に１５年の歳月をかけた運動を積み重ねた結実と言えます。 

 

手話言語法制定に賛同して様々な動きがありました。「手話を広める知事の会」「手話言語

市区長会」と首長による組織が結成、各自治体で手話言語条例や情報コミュニケーション条例

が採択され、「手話言語法制定を求める意見書」が全自治体議会で採択されるなど大きなう

ねりが全国展開し、当事者の手話言語に対する強い思いは、国を動かし新法制定への大きな

原動力となりました。 

平成４年制定された「障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法」と共に今

般の「手話施策推進制定」により、長年の願いであった「情報コミュニケーション」と「手話言

語」の二つの柱である新法が実現しました。  

 

今後この法律を実効性のあるものにするために、行政や企業団体などへの働きかけ、理解

を広げる取り組みが必要です。 
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｢手話言語の国際デ

ー｣は、2017 年 12

月 19日に国連総会

で決議されました。 

全日本ろうあ連盟では、今年も「手話言語をブルーライト

で輝かせよう」市民・地域・社会をひとつにチャレンジプロ

ジェクト 2025への参加を呼びかけています。 

2024年は、47 都道府県 371自治体513箇所にてブ

ルーライトアップが行われました。 

手話は命 

 


